
菊 川
牛淵川
丹野川 砂利等の採取に関する規制計画
黒沢川
下小笠川

令和７年度以降 菊川水系

中部地方整備局 浜松河川国道事務所



菊川水系菊川・牛淵川・丹野川・黒沢川・下小笠川砂利等の採取に関する規制計画

1. 対象区間

種別 河川名

幹線 菊川

支川 牛淵川

二次支川 丹野川

二次支川 黒沢川

支川 下小笠川

２. 規制の方針

１） 菊川の６．０ｋより上流は河道が狭小であり河川管理施設に支障となるため、禁止区域とする。

６．０ｋより下流は、河床低下傾向であるものの局所的に堆積傾向の箇所もあること、及び河川整備基本方針の流下能力を阻害する堆砂状況にあることから、

平成２９年に策定された河川整備計画河床高を基準に砂利の採取を可能とする。

２） 支川の牛淵川、丹野川、黒沢川、下小笠川は、河道が狭小であり河川管理施設に支障となるため全川禁止区域とする。

延　　長

１７．６２ｋｍ

１３．２０ｋｍ

１．６０ｋｍ

０．４５ｋｍ

菊川市赤土字新田２１０１番の４３地先
（直轄区間上流端）

菊川市下平川字中割５３７９－２番地先
（直轄区間上流端）

掛川市下土方字椿藪１９９番の１地先
（直轄区間上流端）

３６．５５ｋｍ

河口

菊川への合流点

起　　点

牛淵川への合流点

牛淵川への合流点

菊川への合流点

備　　　　　考

３．６８ｋｍ

終点

静岡県菊川市（以下「菊川市」という）
富田字川原田４０番の９地先（直轄区間上流端）

菊川市牛淵字里１６５－３番地先（直轄区間上流
端）



　３．掘削基準河床及び掘削基準断面

１） 掘削基準河床高：整備計画河床高、但し基本方針河床高＋０．５ｍ以上

掘削基準断面：護岸・水制等から２０ｍ離し、掘削勾配１：２を基準とする。

菊川掘削基準断面図（標準図）



4. 禁止区域等

１） 禁止区域

種別 河川名

幹線 菊川 直轄区間上流端 川幅が狭く、河川管理施設に支障が生ずるため。

支川 牛淵川 直轄区間上流端 川幅が狭く、河川管理施設に支障が生ずるため。

二次支川 丹野川 直轄区間上流端 川幅が狭く、河川管理施設に支障が生ずるため。

二次支川 黒沢川 直轄区間上流端 川幅が狭く、河川管理施設に支障が生ずるため。

支川 下小笠川 直轄区間上流端 川幅が狭く、河川管理施設に支障が生ずるため。

計

※ 禁止区域内に異常堆積した土砂により流下能力が不足している場合に限り、河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲で採取可能とする。

２） 保安区域

横断方向　：　護岸・水制等から２０ｍの範囲

縦断方向　：　許可工作物　橋梁　上下流１５０ｍ

※ 保安区域内に異常堆積した土砂により流下能力が不足している場合に限り、河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲で採取可能とする。

５. 掘削可能量及び採取可能量 （令和６年１０月現在）

種別 河川名

幹線 菊川

６. 年次別計画

菊川 ０．３ｋ 2.4 2.4 － 2.4 2.4 － 2.4 2.4 － 2.4 2.4 － 2.4 2.4 － 12.0 12.0 －

計 2.4 2.4 － 2.4 2.4 － 2.4 2.4 － 2.4 2.4 － 2.4 2.4 － 12.0 12.0 －

７. その他必要な事項

採取可能量

中の許可又

は許可の予

想

６．０ｋ

流下予想量

令和８年 令和９年 令和１０年 令和１１年
計

年次別計画(1,000ｍ3）

流下予想量

許可又は

許可の予

定量

採取可能

量中の許

可又は許

可の予想

流下予想量

許可又は

許可の予

定量

採取可能

量中の許

可又は許

可の予想

備　　　考

採取可能量

中の許可又

は許可の予

想

許可又は

許可の予

定量

採取可能

量中の許

可又は許

可の予想

０．４５ｋｍ

３．６８ｋｍ

３０．５５ｋｍ

許可又は

許可の予

定量

採取可能量（千ｍ3）

12

流下予想量

令和７年

許可又は

許可の予

定量

採取可能

量中の許

可又は許

可の予想

流下予想量

許可又は

許可の予

定量

起　点　 終　　点 流下予想量

河川名

河口 ６．０ｋ ６．０ｋｍ 12

区　　間

起　　点 終　　点 延　長 掘削可能量（千ｍ３）

１１．６２ｋｍ

１３．２０ｋｍ

１．６０ｋｍ

菊川への合流点

牛淵川への合流点

牛淵川への合流点

菊川への合流点

６．０ｋｍ

起　　点 備　　　　　考終点 延　　長


